
北九州市監査公表第３１号  

令和２年１１月１６日  

北九州市監査委員  小 林 一 彦  

同         廣 瀨 隆 明  

同         香 月 耕 治  

同         河 田 圭一郎  

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので

、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 外部監査の種類 

  包括外部監査 

２ 選定した特定の事件 

  公営競技事業に関する事務の執行について 

３ 監査の期間 

  令和元年７月５日から令和２年２月１０日まで 

４ 監査公表の時期 

  令和２年３月２７日（令和２年監査公表第１１号）



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）共通項目  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）業務状況説明書類について 

（公営競技局総務課） 

ⅰ 地方公営企業法第４０条の２及

び北九州市公営競技事業の設置等に関

する条例第９条に基づき、管理者たる

公営競技局長は業務状況説明書類の市

長への提出が求められるものの、提出

された説明書類の宛先は、実務を担当

している財政局となっていた。財政局

は当該業務について市長の権限に属す

る事務を分掌しているとのことである

が、形式面においては宛先を市長とさ

れたい。 

 ⅱ 同条例に基づき、毎事業年度４

月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類に事業の概況及び経

理の状況並びにその他の必要と認めら

れる事項を記載することが求められて

いるが、平成３０年９月３０日までの

業務の状況に関する報告は経理の状況

のみの報告となっており、報告情報の

充実化が求められる。 

ⅰ 業務状況説明書類の提出に当た

っては、令和元年１１月１８日提出分

（令和元年度上半期分）以降、市長宛

てに提出した。 

ⅱ 令和２年４月以降に提出する業

務状況説明書類の記載事項について

は、条例に基づき以下のとおりとす

る。 

・下半期分・・・①事業の概況、②経

理の状況、③予算の概要、④事業の経

営方針 

・上半期分・・・①事業の概況、②経

理の状況、③前年度決算の状況 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（イ）固定資産に関する現物照合につ

いて 

（公営競技局総務課） 

 固定資産管理について、北九州市公

営競技局会計規程において、毎事業年

度少なくとも１回、固定資産台帳記載

事項と固定資産の実態の照合が求めら

れている。しかしながら、平成３０年

度は、当該照合が行われていない。さ

らに、平成３０年度は地方公営企業法

の適用初年度であるが、期首残高は従

来行っていた特別会計における固定資

産の数値をそのまま引き継いだのみで

ある。適切な固定資産管理を担保する

ために、実地照合に関する実施体制の

構築及び運用が求められる。 

令和元年度固定資産の実地照合につ

いて、令和２年２月に総務課長名で局

内に通知し、実施した。令和２年度以

降も同様に実地照合を行う。

（ウ）クオカードの会計処理について

（公営競技局総務課） 

 公営競技局ではＳＧ競走やＧⅠ競走

、イベントが開催される際に広告宣伝

目的でオリジナルデザインのクオカー

ドを作成の上、保管している。クオカ

ードは作成時に費用処理されており、

貸借対照表に計上されていない。一方

で、地方公営企業法第２０条第１項で

は、費用の認識について発生主義を適

用することが求められており、クオカ

ードを作成した際は一旦貯蔵品に振り

替えた上で、実際に使用される時点で

費用処理する必要がある。地方公営企

業法に基づき、作成したクオカードは

貯蔵品として資産計上を行い、適切に

管理を行う必要がある。 

令和元年度決算の財務諸表において

、作成したクオカードを貯蔵品として

資産計上を行った。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（エ）貸倒引当金の計上について 

（公営競技局総務課） 

地方公営企業会計基準見直しＱ＆Ａ

（総務省 平成２８年３月２８日）に

よると、貸倒引当金は、その質的重要

性から金額的重要性を問わず計上が求

められている。平成３０年度末におい

て、市は過年度から未回収の未収金１

，９０６千円を有しているが、財務諸

表において貸倒引当金は計上されてい

ない。実質的に回収が困難と判断され

る当該債権の回収可能性を適切に評価

すること、そのうえで貸倒引当金の計

上および注記の記載が求められる。 

令和元年度決算の財務諸表において

、未収金について貸倒引当金を計上し

、注記に記載した。 

 期末において１年以上回収できなか

った債権を貸倒とみなして実績率を算

出し、貸倒引当金を算定した上で、５

年間全く回収できなかった債権につい

ては、実質的に回収が困難と判断して

、当該債権額を貸倒実績率により求め

た額に加えて貸倒引当金を算定した。



（２）モーターボート競走事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

（ア）有価証券の計上額について 

（公営競技局総務課） 

市は、モーターボート競走事業にお

いて、投資その他の資産として基金（

整備基金及び公債償還基金）を有して

いるが、そのうち整備基金を預金及び

有価証券（公債）にて運用している。

市は債券を満期保有目的で有している

が、満期保有目的の債券については、

地方公営企業が会計を整理するに当た

りよるべき指針（総務省告示第１８号

平成２４年１月２７日）に基づき償却

原価法を適用すべきである。 

しかしながら、市は債券を購入価額

にて計上しており償却原価法を適用し

ていない。償却原価法（定額法）を適

用した場合、平成３０年度末の債券残

高は３，４９５百万円となり、実際計

上額は４．７百万円の過小計上となっ

ている。 

令和元年度決算では、整備基金のう

ち、満期保有目的で有する債券につい

て、償却原価法を適用し、償却原価法

に基づいて算定された価額を貸借対照

表評価額として計上した。 



６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

（１）共通項目  

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（ア）収支計画について 

（公営競技局総務課） 

市は、「北九州市公営競技事業経営

戦略」において、競輪事業及びモータ

ーボート競走事業に関する収支計画を

定めている。これらの事業は市の財政

への寄与が認められるものの、公益性

を失った公営ギャンブルはその継続の

意義が問われるため、収支計画は出来

る限り客観性のある前提条件を用い、

かつ、公営競技事業の将来の想定収支

について読者が検討可能な情報を提供

されたい。この点、「北九州市公営競

技事業経営戦略」に記載されている収

支計画は改善の余地がある。 

収支計画２年目の令和２年度決算が

出た段階で、令和３年度内に実施予定

の前期中期計画の中間評価（外部評価

）に合わせ、収支計画の見直しを実施

する。 

また、後期の中期目標・計画（令和

６年度～１０年度）の策定に合わせ、

令和５年度内にも見直しを行う予定。

（イ）公営競技局におけるＳＤＧｓの

推進について 

  （公営競技局地域貢献室） 

市は、ＳＤＧｓの普及啓発を掲げて

おり、公営競技局においても、子ども

食堂や、ボートレース若松における照

明のＬＥＤ化等の取り組みを行ってい

る。市ではこれまでも環境への対応を

発信してきたが、ＳＤＧｓ及び環境へ

の取組が一段と世間の注目を集める中

、ＳＤＧｓを普及啓発することに加え

て、公営競技局の公益性を明示するた

めに、ＳＤＧｓについてのＰＲを行う

と共に、北九州市環境基本計画で示さ

れているバックキャスティングの観点

からの取り組みも検討することが望ま

令和元年度から、ＳＤＧｓを活用し

た競輪・ボートレースの公益性の発信

に取り組んでいるところ。具体的には

、 

・小倉競輪場とボートレース若松とし

て、北九州ＳＤＧｓクラブへ加入 

・ＳＤＧｓを活用して公益性を発信す

るため、レース場の出入口ドアやバッ

クスタンド、イベントのチラシ等にＳ

ＤＧｓのロゴ・アイコンの掲出 

・ボートレース等関係者が参加する会

議でのＳＤＧｓの活用に関する講演 

・日本財団のＳＤＧｓクラブ加入実施



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

れる。 等の取組を行った。 

今後、より効果的な取組にしていく

ための方策について検討する。 

（ウ）ポイントカードに関する両事業

の連携について 

（公営競技局競輪事業課・ボート

レース事業課） 

 市は、競輪事業とモーターボート競

走事業、それぞれにおいてポイントカ

ードを発行しているが、それらの連携

はなされていない。来場者数増加の観

点から、ポイントカードの共通化を含

めた競輪事業とモーターボート競走事

業の連携に向けた取り組みを実施する

ことが望まれる。 

 ポイントカードを共通化するには、

競輪・モーターボート競走両事業にお

いて、投票に使用するシステムや機器

のメーカーが異なるなどの問題があり

、費用対効果の面等から検討を行って

いく。 

 競輪事業とモーターボート競走事業

の連携した取組としての共同ＰＲ等に

ついては、令和２年２月に「けいりん

＆ボートレースレディースコラボキャ

ンペーン」等のイベントを行ったとこ

ろであるが、今後も両事業の連携を行

い魅力を発信していきたい。 

（エ）無料送迎バスの運行状況につい

て 

  （公営競技局競輪事業課・ボート

レース事業課） 

 市は、来場促進、売上向上につなげ

るため、ファンサービスの一環として

競技場を発着する無料の送迎バスを運

行させている。しかし、これら無料送

迎バスは一部路線において乗車人員が

著しく少なく、運用コストが多額にな

っている。 

 無料送迎バスの路線毎の採算性を精

緻に検証した上で、無料送迎バスを運

（競輪事業課） 

 各経路の乗車人員、ファンサービス

の維持、所要経費等を勘案し、運行経

路等について見直しを検討する。 

（ボートレース事業課） 

 令和元年１０月と令和２年１月のＧ

Ⅰレースの無料送迎バスについて、乗

車率が低い路線において見直しを行い

、一部路線の減便を行ったが、さらに



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

行させている目的について改めて確認

し、継続の要否や無料送迎バスの有効

活用策について検討することが求めら

れる。 

今後も各経路の乗車率の傾向やファン

サービスの維持、所要経費等を勘案し

、無料送迎バスの運行方法について検

討を行う。 

（オ）随意契約に関する事前確認表に

ついて 

  （公営競技局全課） 

 市は、随意契約を締結する際には、

契約締結の要否を確認するため、「随

意契約により契約する場合の事前確認

表」を作成している。 

 これについて、当該確認表が網羅的

に作成されていることを確認したとこ

ろ、作成が必要と見受けられるものの

、事前確認表が作成されていない契約

が検出された。契約の適正化を確保す

るため、随意契約を締結する場合は事

前確認表により漏れなくチェックする

必要がある。 

令和２年３月２６日付け総務課長名

の文書において、各所属長へ事前確認

表の作成が必要な経費を示すとともに

、契約主管課が随意契約締結の決裁時

にチェックを行う。 

（カ）備品管理台帳と固定資産台帳の

重複管理について 

 （公営競技局総務課） 

現状、備品の購入がなされた際には

備品管理台帳及び固定資産台帳の両者

への入力が行われている備品があり、

有効性及び効率性の観点から改善の余

地があるものと考えられる。このため

、両システムの対象範囲について改め

て検討することが必要である。 

局内で令和２年２月に事務処理要領

を制定し、備品の範囲を取得価格１万

円以上１０万円未満と定め、公営競技

事業会計規程で定めている有形固定資

産である備品（耐用年数１年以上かつ

取得価額１０万円以上）と重複しない

ように改めた。これにより、固定資産

台帳と備品台帳に重複して登載してい

た取得価額１０万円以上の物件を、備



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

品台帳から削除し、重複管理を解消し

た。 

（キ）クオカードの在庫数ならびに作

成枚数について 

  （公営競技局競輪事業課・ボート

レース事業課） 

市は、広告宣伝目的のクオカードを

作成する際、前回実績等を参考にして

作成枚数を決定している。しかし、過

剰な在庫を抱えないためにも、選手へ

の謝礼等広告宣伝効果が見込めないも

のについては、まず現在抱えている在

庫から払出を行うこと、また、広告宣

伝目的でクオカードを作成するときは

、必要数を適切に算定して在庫が過剰

とならないようにすることが求められ

る。 

 令和２年４月に以下のとおりクオカ

ード活用の基本方針を定め、今後はそ

の方針に基づき計画的に活用していく

こととした。 

（ア）令和２年４月時点の在庫につい

て、年度内にすべて使用する。 

（イ）毎年度作成するクオカードは、

種類を限定するとともに、過去の使用

実績に基づいた枚数を発注し、原則と

して年度内にすべて使用する。 

 なお、令和２年度については、新型

コロナウイルス感染症対策として、無

観客又は入場制限による開催が続くこ

とから、集客目的の活用規模が減少す

るため、この基本方針を踏まえつつも

、状況に応じて柔軟に対応していく。

（ク）経過勘定の計上について 

（公営競技局総務課） 

平成３０年度より地方公営企業法を

全部適用したことにより、従来の官庁

会計方式から企業会計方式に移行し、

現金主義会計から発生主義会計への変

更が求められている。これに伴い、適

正な期間損益計算の観点により経過勘

定の計上が必要となる。市は、重要性

の原則により未払費用や未収収益等に

ついて計上を省略しているが、今後重

地方公営企業が会計を整理するに当

たりよるべき指針（平成２４年総務省

告示第１８号）では、重要性の原則は

、取引及び事象の金銭的側面及び質的

側面の両面から判断し、重要性の乏し

いものについては、計上の省略が認め

られている。 

公営競技事業会計における、未払費

用（企業債利息）、未収収益（有価証



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

要性が増した場合には経過勘定の計上

が求められる。 

券利息）について試算を行ったところ

、金銭的側面において、令和元年度当

期純利益に対する試算額の割合は非常

に小さく、質的側面においても、新た

な企業債の借り入れや有価証券の取得

等がなく、毎年度の額に大きな変動が

ないことから、重要性に乏しいと判断

し、経過勘定の計上を省略している。

したがって、今後、新たな企業債の

借り入れや有価証券を取得するなど、

利息が大きく変動し、当期純利益等に

大きな影響を与えるような事象が生じ

た際は、あらためて重要性を判断し、

経過勘定の計上を行うこととする。 

（ケ）情報発信について 

 （公営競技局競輪事業課・ボート

レース事業課） 

 市は、本場来場者数の確保や電話投

票・場外発売の売上額向上につなげて

いくため、広報宣伝計画の策定・検証

やイベント・ファンサービスの強化に

取り組むとしている。市は実際にソー

シャルネットワーキングサービス（以

後ＳＮＳという）による情報発信を行

っているものの、現状その広告宣伝効

果が大きいとは言えない状況にある。

広告宣伝効果を高めるため、競輪事業

及びモーターボート競走事業間で連携

した広報宣伝活動等を行っていくこと

が望まれる。 

 ボートレース若松のツイッターにつ

いては、令和２年１月以降、リツイー

トキャンペーンや、動画配信などに取

り組み、フォロワー数は約４，０００

人（令和元年１２月）から約１５，０

００人（令和２年６月）まで増えてい

る。 

 令和２年２月に、競輪・ボートレー

スそれぞれの場外発売場であるサテラ

イトとボートレースチケットショップ

にて、人気女子選手によるトークショ

ー等のキャンペーンを共同で実施し、

トークショーの様子をＹｏｕＴｕｂｅ

で配信した。 

 今後、ＳＮＳの活用も含めた、共同

ＰＲ等の実施についても検討する。 



（２）競輪事業  

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（ア）有料指定席の利用について 

  （公営競技局競輪事業課） 

北九州メディアドーム内の有料席の

うち、指定席については競輪祭以外の

レースでは一般開放されていない。こ

れは指定席開放に伴う追加的な支出に

見合う収入が得られないとの市担当者

の判断によるものであるが、実態とし

て詳細な検討が行われているわけでは

ない。市の財産の有効活用という観点

から、改めて収支の観点から指定席の

開放の必要性について検討することが

望まれる。 

 指定席の開放について、経費面・価

格面・売上面等収支の観点から令和３

年１月までに検討する。 

（イ）クオカードの月次点検について

  （公営競技局競輪事業） 

競輪事業では、ＧⅠ競走やイベント

が開催される際、広告宣伝目的でクオ

カードを作成しており、市は在庫に関

して月次点検を行っている。しかしな

がら、適時性の観点から月末もしくは

月初に行う必要がある月次点検が、平

成３１年１月及び２月については点検

対象月の月末から２０日程度遅れて実

施されていた。不正や誤謬を早期に発

見するためにも、北九州市職員不祥事

防止マニュアルの趣旨に沿った業務管

理が求められる。 

令和２年３月から、月次点検を月末

締めとし、担当係長が帳簿と現物を速

やかに突合点検し、所属長はその結果

を確認するよう改めた。 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（ウ）借上げ開催に関する賃貸料につ

いて 

（公営競技局競輪事業課） 

 他市が小倉競輪場を借り上げて行わ

れるミッドナイト競輪（他場借上げ方

式のミッドナイト競輪）において、市

は、他市への施設賃貸料を車券売上高

の１．５％と設定している。当該料率

は平成２６年度の決定に基づくもので

あり、それ以降見直しを行っていない

状況である。担当者によれば、協議の

結果、将来については据え置きとする

こととなったとのことであるが、具体

的な検討資料は確認できなかった。競

輪事業は、財政への収益貢献がモータ

ーボート競走事業に比して低いため、

財政への収益貢献を高める観点から、

公営競技局の経営戦略における取組項

目「借上げミッドナイト競輪の推進」

における取組状況も踏まえながら、継

続的に収益を増加させる方法を検討す

ることが望まれる。 

他場借上げ方式のミッドナイト競輪

については、小倉競輪場以外に全国７

競輪場で開催されている。借上げ開催

に係る賃借料率については、全国に先

駆けて借上げ開催を始めた本市の率を

基準として他の競輪場の料率も設定さ

れており、本市の動向が他の施設に影

響を与える可能性が考えられることか

ら、他の開催場や借上げ施行者と協議

・調整の上、施設賃借料の見直しにつ

いて、検討を行う。 

（エ）北九州メディアドーム内広告に

関する広告料について 

  （公営競技局競輪事業課） 

北九州メディアドーム内に広告を看

板掲出する出稿料に関して、市が北九

州メディアドームを引き継いだ１７年

前から価格改定が行われていない。当

時に比して、環境が大きく変化してい

るため、メディアドーム内広告看板掲

出料について見直しを行うことによっ

て、広告収益を増加させることが望ま

 看板広告掲出料の見直しについて、

令和３年１月までに貸付額・貸付区分

・貸付期間の検討を行う。 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

れる。 

（オ）北九州メディアドームの遊休日

数について 

  （公営競技局競輪事業課） 

市は、北九州メディアドームのアリ

ーナが競輪開催等で使用されない日程

について、同アリーナの貸し出しを行

っている。平成３０年度におけるアリ

ーナ遊休日は３９日と、年間の約１１

％を占めている状況である。市民の住

生活の向上に貢献する観点からも、競

輪に関する関係団体へのレース日程の

早期決定に関する働きかけや、市民に

対するアリーナ使用の促進に関する情

報提供を積極的に行う等、現状の遊休

日数が削減されるような施策を検討す

ることが望まれる。 

ホームページ上の料金表や利用可能

日を閲覧者が見やすいように令和２年

３月にレイアウトを修正し、利用可能

な日程や価格表がすぐに表示されるよ

うになった。 

また、レース日程の早期決定につい

ては、引き続き関係団体に働きかける

とともに、利用された方々に能動的に

次回実施に関する営業活動を行うよう

改めた。 

（カ）施設の清掃及び整頓について 

  （公営競技局競輪事業課） 

北九州メディアドーム及びハイビジ

ョンシアター門司への現場視察の結果

、開場直前の時間にも関わらず、投票

用紙等のゴミが清掃されず放置されて

いる箇所が見受けられた。来場を促進

し、親しまれるレース場を作るために

も、清掃を委託している業者が適切に

業務を履行しているか、また備品等の

整頓が行われているか確認することが

求められる。 

昇降機の裏側等で清掃が不十分な箇

所があったことから、隅々まで清掃が

行き届いているかを業務責任者が確認

するよう令和元年９月の指摘後すぐに

改めた。 

また、備品等についても、業務担当

者が整理整頓を行い、業務責任者が確

認する措置に改め、競輪事業課におい

て、委託業務の履行確認時に上記措置

が適切に行われているか確認を行う。



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（キ）委託契約に関するモニタリング

活動について 

  （公営競技局競輪事業課） 

 市は、小倉競輪の本場開催等に係る

実施事務について、公益財団法人ＪＫ

Ａと包括委託契約を締結しており、同

法人により事務手続が実施されている

。当該事務手続が適切に行われている

ことを確かめるため、小倉競輪に係る

印紙税法上の課税文書を確認したとこ

ろ、収入印紙の添付漏れが５件検出さ

れた。包括委託契約に関する事務の実

施は、公益財団法人ＪＫＡが行ってい

るものの、契約自体は市の名義におい

てなされている。このため、当該委託

事務の実施状況についても、適切にモ

ニタリングすることが必要である。 

包括委託契約書で定めた実施事務（

車券の発売、払戻に関する事務、ファ

ンサービスに関する事務、広告宣伝に

関する事務等）について、毎月の履行

確認だけでなく、当該委託事務の実施

状況についても令和２年１月から定期

的に監視するよう改めた。 

（ク）預金残高のマイナスについて

（公営競技局競輪事業課） 

競輪事業の貸借対照表上、平成３１

年３月３１日現在マイナスの預金残高

が１，５５７百万円計上されている。

これは競輪事業とモーターボート競走

事業で同一の預金口座を使用しており

、モーターボート競走事業から競輪事

業へ資金を融通していることに起因す

るものである。この点、預金残高がマ

イナスであることは通常想定されない

ものである以上、当該表示は地方公営

企業法施行令の求める明瞭性の原則の

点から問題があるものと考えられる。

したがって、預金残高がマイナスとな

る会計事実について負債項目に組み替

 令和元年度決算から、競輪事業で貸

借対照表の預金残高がマイナスとなる

会計事実は未収金の入金により解消し

、明瞭に表示するよう改めた。 

 また、今後、預金残高がマイナスと

なるような会計事実が発生した際は、

負債項目への組み替えを行う。 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

える等、明瞭な表示が求められる。 



（３）モーターボート競走事業   

監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（ア）クオカードの管理について 

  （公営競技局ボートレース事業課

  ）    

 ボートレース若松では、ＳＧ競走や

ＧⅠ競走、イベントが開催される際に

、広告宣伝目的でボートレース若松オ

リジナルのクオカードを作成している

。クオカードの受払の際には、受払簿

に受払をした数とその用途を記載した

上で、上長の承認を受けることとなっ

ている。しかしながら、受払簿の閲覧

及び実査を行ったところ誤った残数が

記載された状態で上長の承認を受け、

その後修正されている箇所が見受けら

れた。 

 換金性の高いクオカードに関する受

払の処理及び月次点検については、よ

り慎重に取り扱うことが求められる。

 クオカードの受払処理については、

記入漏れや誤りの防止、残数確認の徹

底を目的に、令和２年度から以下のと

おり見直した。 

・クオカード使用者による申請書の提

出 

・クオカード管理担当者２名による払

出枚数の確認 

・クオカード受渡し時の受付書記入押

印 

・所属長による月１回の残数確認 

・総務課による四半期ごとの残数確認

（イ）施策実行の際の目標設定ならび

に効果の検証について 

  （公営競技局ボートレース事業課

  ） 

イベント開催や広告宣伝といった施

策実行時における、目標設定ならびに

効果の検証が有効に行われていない事

項が３点あげられる。１点目が、目標

数値としてアウトカム指標が設定され

ておらずアウトプット指標のみ設定さ

れているものが多いため、市の目標と

の繋がりが見えづらくなってしまって

いること、２点目が目標数値を達成し

たかどうかのみで成功失敗を判断して

 イベントや広報宣伝の効果測定に必

要なデータを把握するために、令和２

年４月（無観客レース終了後）から以

下の取組を実施する。 

・詳細な来場者の把握（子どもの人数

・性別等） 

・Ｗｉ―Ｆｉ接続時のアンケート認証

による来場者属性分析 

・イベント開催時のアンケート実施

等 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

おりそれ以上の検討が行われていない

こと、３点目が実施した施策の改善に

ついて具体的な検討が行われていない

ことである。 

市の目標を達成するためには何をす

べきか、また、そのための各施策のア

ウトプット指標とアウトカム指標は何

が該当するのか、それらを明確にした

上で施策を実施し、実施後は実施した

施策の改善について具体的な検討を行

うことが求められる。 

 今後は、以上のデータを活用し、実

施した施策の効果測定や改善について

、具体的な検討を行うこととする。 

（ウ）ボートレース若松における有料

席の利活用について 

（公営競技局ボートレース事業課

） 

ボートレース若松には観戦用の有料

席が設けられているが、特に普通開催

の平日については利用率が低迷してい

る。利用率が低くても一定の人員等を

配備する必要がある有料席の多くを空

席のままにしておくことは、資産の効

率的な利用ができていないと考えられ

る。 

 このような状況であれば、有料席の

利用券を来場者に配布することで多額

の経費をかけることなく来場者の満足

度を上げる施策を検討する等、空席と

なっている有料席を、ボートレース若

松の資産であると認識して、その資産

を有効活用することが求められる。 

 ボートレース若松では、キャッシュ

レスＩＣカードのポイントを利用する

ことで割安に有料席に入場できるサー

ビスを実施している。令和２年度から

、利用ポイントを８００Ｐから４００

Ｐに引き下げるとともに、新たなサー

ビスとして、より割安なペアチケット

（２名ペアで６００Ｐ）を導入した。

そのため、御提案の利用券の配布につ

いては、ペアチケット導入の成果を見

て、令和３年度以降に検討したい。 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（エ）「ひまわりラウンジ」に類似し

た有料指定席の増設の検討について

（公営競技局ボートレース事業課

   ） 

市は、北九州メディアドーム内に、

場外舟券売場「ＢＴＳ（ボートレース

チケットショップ）北九州ＭＤ（メデ

ィアドーム）」を設けている。ＢＴＳ

北九州ＭＤには、有料席スペースであ

るひまわりラウンジが設けられており

、充席率は１００％を超えている。好

評を得ていることから、市はひまわり

ラウンジと類似の施設の増設を検討し

ているが、現時点でひまわりラウンジ

利用者の属性調査や増設の予備調査等

は行っていない。 

今後、増設の計画を進める際の投資

の経済性を検討するにあたって、市が

考えているひまわりラウンジの利用率

が高い理由が正しいのか検証を行うこ

と、また増設を検討している場所につ

いてどの程度の利用が見込まれるか検

討を行うことが求められる。 

 ひまわりラウンジと類似する施設の

増設の検討に当たっては、ひまわりラ

ウンジの来場者数、売上金額、かっぱ

くんカード会員の会員情報（住所、年

齢）の分析を行ったうえで進めていく

。 



監 査 の 結 果 （ 意 見 ） 措 置 状 況 

（オ）ポイントカードの共通化につい

て 

  （公営競技局ボートレース事業課

）     

 市は、ボートレース若松において来

場者数の増加を目的にキャッシュレス

ＩＣカード（かっぱくんカード）を導

入している。来場や有料席の利用、舟

券購入の都度、電子マネーに交換可能

なポイント等が付与されるが、当該カ

ードはボートレース若松内でのみ利用

可能な状況にある。他方で全国的にも

市と同様に独自のポイントカードを発

行している自治体が多い状況である。

コスト削減や全国のボートレース場利

用者へのファンサービスの観点からポ

イントカードの全国共通化に向けての

検討が望まれる。 

 ファンサービスの観点等からキャッ

シュレスＩＣカードの全国共通化に向

けて、関係団体と検討を行ったが、費

用対効果の課題及びスマホ決済のよう

なカードレス決済の普及により、ポイ

ントカードの全国共通化には取り組ま

ないこととした。 

（カ）テナント売店に関する選定プロ

セスについて 

  （公営競技局ボートレース事業課

）    

 ボートレース若松内のテナント売店

について、市は各テナントと賃貸借契

約を締結しているが、一部テナントと

の契約については、具体的な契約期間

が明記されているものの、実態として

は契約期間到来時において自動で契約

が更新されているという状況にある。

各テナントの公平性を確保する観点か

ら、適切な公募等を検討することが望

まれる。 

 ボートレース若松内のテナント売店

との賃貸借契約については、公平性の

観点に加え、ファンサービスに応える

魅力あるテナントの誘致、営業日がレ

ース開催日等に限られるなどの制約、

テナントの採算などの多様な観点から

、既存テナントの意見聴取等を行いな

がら検討中であり、令和２年度内に適

切なテナント選定プロセスを整備する

。 


